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公立大学法人滋賀県立大学第4期中期目標（骨子案）について 

 

滋賀県立大学は、平成 7年 4 月に開学、平成 18 年 4 月に地方独立行政法人法に基づく公立大学法人

となり、知事が策定した中期目標に基づき中期計画等を策定し、大学法人運営を行っている。 

来年度で第3期中期目標期間（平成30年度～令和5年度）が終了することから、当該期間中の取組状

況等を踏まえ、第4期中期目標（令和6年度～令和11年度）の検討を進め、来年度に県議会の議決を経

て策定する。 

 

1 中期目標策定の流れ 
 

県議会 

②中期目標の議決 

②議決 

(§25-3) 

設立団体の長(知事) 

③中期目標の策定 

①意見 

(§25-3) 

法人評価委員会 

中期目標案への意見 

④中期目標指示(§25-1)   ①意見(§78-3) 

 
公立大学法人滋賀県立大学 

⑤中期計画の策定 
(§…)は地方独立行政 

法人法の根拠条項 

 

2 中期目標策定にあたっての基本的な考え方 

○ 県立大学のこれまでの実績のほか、第3期中期目標・計画の進行状況等を踏まえつつ、社会環

境等の変化に応じた新たな取組の必要性等を検討する。 

○ 法人が考える県立大学の将来像等を考慮するとともに、法人による主体的かつ自律的な取組を

促す観点から、目標とする項目を検討する。 

○ 「滋賀県基本構想」、「人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略」の趣旨にもかな

うものとする。 

○ 県立高等専門学校に関しては設置準備段階までの内容とし、高等専門学校設置後の具体的な取

組の明記は、開設時に中期目標を変更して対応する。 

 

3 第3期中期目標・計画の進行状況等（令和4年9月定例会議で報告） 

滋賀県公立大学法人評価委員会により、第3期中期目標期間（平成30年度～令和5年度）のうち

4年間が経過した段階で、期間終了時に見込まれる業務運営の実績等について評価を行ったところ、

第 3 期中期計画 53 項目中 52 項目（98.1％）において、「Ⅳ 中期計画を上回って実施している」、

「Ⅲ 中期計画を概ね順調に実施している」と認められ、中期計画の進行状況は「Ｂ 達成状況が概

ね良好となる見込みである」と判断されている。 

 

4 第4期中期目標の内容（骨子案） 

別添資料のとおり  

 

5 経過および今後の予定 

令和5年   2月 法人評価委員会で意見聴取（骨子案） 

 3月 常任委員会に骨子案を提示 

   6月 法人評価委員会で意見聴取（素案） 

 7月 常任委員会に素案を提示 

 8月 法人評価委員会で意見聴取（中期目標案） 

 10月 常任委員会で第4期中期目標の審議、県議会で議決 

  県立大学に第4期中期目標を指示 

総務・企画・公室常任委員会資料８ 

令和５年( 2 0 2 3 年)３月７日 

総務部私学・県立大学振興課 



公立大学法人滋賀県立大学　第4期中期目標　（骨子案）

 ○ 「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」をモットーに、平成7年度に開学

 ○ 小規模ながらも、環境科学部・工学部・人間文化学部・人間看護学部の4学部に13学科を擁する総合大学

 ○ 開学以来、「環境」と「人間」をキーワードに、琵琶湖をフィールドにした研究、地域志向の教育プログラムなど、特色ある取組を展開

 ○ 「地域に根ざし、地域に学び、地域に貢献する」大学として、地域と連携した教育・研究活動を推進し、「近江楽座」など学生による地域活動等の評価も高い

 ○ 平成18年4月に公立大学法人となり、中期目標に基づき、教育・研究・地域貢献等の柱に加え、国際化の推進（第2期）、ブラント力の向上（第3期）にも注力

※ 中期目標の全体構成（案）は別紙のとおり

［ 凡例 　★：新規　◎：拡充　○：強化 ］　

① デジタル技術の革新、国際情勢の変化、コロナ禍の  (1) 社会の要請に応じた学びの提供　【教育①②・自己評価等③】

影響等による産業構造や生活様式の変化を踏まえ、 ★ 多様な学部・研究科を活かした文理横断的なカリキュラム編成や学部・学科の再編、入学定員など教育研究組織のあり方を検討

社会から求められる人材像に応じた学びを提供 ◎ 教養教育をより実践的な内容に見直し、ＩＣＴやデータ活用等の情報教育を強化するなど、教育プログラムを拡充

○ 教育の質の保証・向上のための教学マネジメント体制を構築し、学修者本位の観点による組織的なチェック体制を強化

② 若年人口が急速に減少する中、社会人を含む幅広い

学生等を受け入れ、地域で活躍し、社会に貢献できる  (2) 地域教育プログラム等を通じた地域に貢献できる人材の育成　【教育③・地域連携②③】

人材の育成・輩出を強化 ◎ 地域教育プログラムや学生主体の地域活動である「近江楽座」の取組を推進し、地域課題の解決能力を育成

○ 「近江楽座」等に関する情報発信を強化し、ＯＢ・ＯＧとの連携を図ることなどで、学生による地域活動を活性化

③ SDGs・MLGsの推進、地域活性化や地域課題の解決 ○ 地域づくりや地域課題解決の中核となる人材の育成を図るとともに、ＳＤＧｓやＭＬＧｓに関わる取組を推進

など、県・市町の課題に対して積極的に参画

 (3) 産学官の連携による実践的な社会人教育の展開や地域課題解決　【研究①②・地域連携④】

④ 平成7年の開学から30年近くが経過し、修学環境等の ◎ リカレント教育を充実し、企業等と連携したリスキリング制度を展開するなど、社会人の多様なニーズに対応した教育機会を提供

時代に適応した刷新を実施 ○ 県立大学の強みや特色を活かした研究に取り組むとともに、自治体等と連携した地域活性化や地域課題の解決を推進

⑤ 高等専門学校の運営法人として、県と連携しながら、  (4) 教育ＤＸ等による学生の修学環境の充実　【教育⑥⑦・財務②】

高等専門学校設置に向けた準備等を推進 ○ 教育ＤＸにより学生が能動的に学べる仕組みを整えるとともに、授業や国際交流等におけるＩＣＴ環境の活用を推進

◎ 教育研究備品やネットワーク環境の更新等を計画的に行い、学生等の修学・研究環境を充実

⑥ 学内の知的・人的資源や施設設備等を有効に活用し

ながら、自律的な業務運営を持続できるよう改革  (5) 高等専門学校の設置に向けた取組　【高専設置①②③】

★ 情報技術を基盤として、専門分野の多様な学びにつながるカリキュラム等を検討するとともに、学びの特色等を積極的に発信

★ 様々な学修形態等に対応できる教育環境のほか、地域の拠点としての機能も兼ね備えた施設等の整備を推進

 (6) 組織運営の改善や経営の効率化による自律的な業務運営の推進　【業務運営①②・財務①】

※ 高等専門学校の設置に関しては準備段階までの内容 ★ 高等専門学校の設置に向け、大学と高等専門学校を効果的・効率的に運営できる組織体制を整備

とし、高等専門学校設置後の具体的な取組の明記は、 ○ 外部研究資金や寄附金等の積極的かつ安定的な獲得のほか、収支バランスの見直しを図り、持続可能な財政基盤を強化

開設時に中期目標を変更して対応 ○ 大学間連携を推進し、県内の多彩な大学等の強みを共有できる仕組みを検討

第4期中期目標期間における主な取組（案）

社会環境等の変化を踏まえ

県立大学に期待する役割

県立大学のこれまでの実績等

- 2 -



公立大学法人滋賀県立大学　第4期中期目標の構成　（骨子案）

第3期中期目標の構成 第4期中期目標の構成　（骨子案） 第3期との違いなど

Ⅰ　大学の教育研究等の質向上に関する目標 Ⅰ　大学の教育研究等に関する目標

1　教育に関する目標 1　教育に関する目標

(1) 教育の質保証・向上に関する目標
①社会の要請に応じた学びの提供
・多様な学部・研究科を活かした文理横断的なカリ
キュラム編成
・学部・学科の再編、入学定員など教育研究組織のあ
り方を検討

社会環境の大きな変化に対応し、教育
内容や組織等の抜本的な改革に着手

①地域で活躍できる人材育成の強化 ②実践的な教養教育等の強化
・地域教育プログラムを充実
・地域を理解し課題発見・課題解決力を備えた「変革
力」のある人材の育成

・教養教育をより実践的な内容に見直し
・ＩＣＴやデータ活用等の情報教育の強化など、教育プ
ログラムを拡充

社会で必要とされるＩＣＴやデータ活用
等の実践的な能力を育成

②国際通用性のある教育の推進 ③地域に貢献できる人材の育成
・カリキュラム、授業方法、成績評価等の見直し
・国際的に通用する教育を実施

・地域教育プログラムや「近江楽座」の取組を推進
・地域資源の発掘や地域課題の解決能力を育成

③大学院教育の充実 ④大学院教育の充実
・学士課程教育とのつながりを維持
・大学院教育の独自性を明確化
・広い視野をもった研究者や高度専門職業人を養成

・研究者としての幅広い素養を修得
・産業界等の社会で必要とされる実践的な能力を備え
た人材を養成

④多様な人材の確保 ⑤効果的な入学者選抜等の実施
・学力や意欲、適性など多様な尺度で評価できる入学
者選抜を実施
・優秀な学生を確保するための取組の充実

・受験生等に対して効果的な情報発信
・能力を多面的・総合的に評価できる入学者選抜を実
施
・目的意識や学習意欲の高い学生の受入れを促進

⑤教育能力の向上および教育環境の整備 ⑥教育ＤＸの推進と教育能力の向上
・ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動を活発化
・教育活動を多面的に評価し、教育の質向上に反映
・ＩＣＴなども活用し、学生が能動的に学ぶ学習環境を
整備

・教育ＤＸにより学生が能動的に学べる仕組みを整備
・授業等におけるＩＣＴ環境の活用を推進
・ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動を通じた教
員の教育能力の向上

(2) 学生への支援に関する目標
①学生への支援の充実 ⑦国際交流等の推進
・多様性をもつ個々の学生に対応した切れ目のない
学修支援、生活支援

・学生の海外派遣や留学生の受入れを推進
・ＩＣＴ環境等も積極的に活用した国際交流等
・国際感覚を持った人材を養成

留学支援だけでなく、国際交流等の推
進全般に関して追記

②就職・キャリア形成支援等の充実 ⑧学生への支援体制の充実
・学生が希望する進路の実現に向けた支援体制の強
化
・ライフステージに応じたキャリア形成支援や健康教育
等を実施
・県内の企業等への就職促進につながる取組を推進

・多様性をもつ個々の学生に対応した学修支援、生活
支援体制を充実

③留学支援の充実 ⑨就職・キャリア形成支援の推進
・学生の留学に対する支援の拡充
・海外からの留学生を受け入れるための環境を整備

・学生の目指す進路の実現に向けたキャリア形成支援
に早期から取組
・県内企業等への関心を高め、就職促進につながる
取組を推進

2　研究に関する目標 2　研究に関する目標

(1) 研究水準および研究の成果等に関する目標
①特色ある研究拠点の構築 ①特色ある研究の推進と研究水準の向上
・独自性のある研究拠点を構築
・県立大学の強みや特色を活かした戦略的研究テー
マの設定と重点的な取組

・地域ひと・モノ・未来情報研究センターを中心に学
部・学科間の連携を推進
・県立大学の強みや特色を活かした研究の取組
・研究水準の向上

地域ひと・モノ・未来情報研究センター
を中心に取組を推進

②研究水準の検証・向上と研究成果の還元 ②研究成果の還元
・研究分野および内容を検証し改善
・研究成果を地域や国内外へ発信し、社会へ還元

・地域社会の課題や要請に応える研究を展開
・自治体等と連携した地域活性化や地域課題の解決
を推進
・研究成果の社会への還元

自治体等との連携に関して追記

(2) 研究実施体制等に関する目標
①研究実施体制の強化 ③研究実施体制の強化
・研究推進に必要な資源を確保し研究基盤を強化
・研究者の育成・支援

・若手・女性研究者等の育成
・研究倫理の徹底など、適正な研究活動に向けた体
制を充実

若手・女性研究者等の育成、研究倫理
の徹底に関して追記

②他の機関と連携した研究の推進
・国内外の大学や試験研究機関等との連携を充実・
強化
・共同研究を推進

地域連携（①産学官連携の強化）の項
目に移動

3　地域貢献に関する目標 3　地域連携に関する目標

(1) 地域社会等との連携に関する目標
①地域社会等との連携の推進 ①産学官連携の強化
・研究や地域活動を通じて地域の様々な主体との連
携を強化
・地域が抱える課題の解決につながる取組を推進

・産業界、他大学、自治体等との連携を強化
・共同研究や寄附講座の開講等を推進
・地域の産業界等をリードしながら、地域経済・社会を
支えるイノベーションの創出を目指す

寄附講座の開講、イノベーションの創
出に関して追記
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第3期中期目標の構成 第4期中期目標の構成　（骨子案） 第3期との違いなど

(2) 産学官連携の推進に関する目標
①産学官連携の推進 ②学生による地域活動の活性化
・地域の企業等との連携を強化
・社会情勢の変革にも対応した産学官共同研究を推
進

・「近江楽座」等に関する情報発信を強化
・ＯＢ・ＯＧとの連携などにより、学生による地域活動を
活性化

県立大学の強みである「近江楽座」等
の取組をさらに活性化

(3) 生涯教育の推進に関する目標
①生涯教育プログラムの充実 ③地域づくりやＳＤＧｓ等の推進
・幅広い年齢層の学習意欲に対応した教育を推進
・地域での自立的な活動等につながる生涯教育プロ
グラムの開発

・地域づくりや地域課題解決の中核となる人材を育成
・ＳＤＧｓやＭＬＧｓに関わる取組を推進

地域づくりやＳＤＧｓ等の推進に関して、
県立大学が果たすべき役割を明示

②生涯教育実施体制の整備 ④社会人教育の充実
・地域の多様な人々が学べる生涯教育拠点としての
体制を整備
・社会人やアクティブシニアなどを積極的に受け入れ

・リカレント教育を充実
・企業等と連携したリスキリング制度を展開
・社会人の多様なニーズに対応した教育機会を提供

産学官の連携による実践的な社会人
教育を展開

4　県立大学のブランド力の向上に関する目標

(1) 広報活動の推進に関する目標
①社会に対する広報の効果的な実施
・地域貢献活動や研究成果などの取組を力強く発信
・報道機関への適時適切な情報提供
・積極的な情報公開を推進

自己評価等（②学内外の知見やデータ
の活用と情報発信）の項目に移動

②戦略的な入試広報の実施
・学内外の媒体を効果的に活用
・受験生やその保護者、高等学校の教員等が求める
情報の発信を強化

教育（⑤効果的な入学者選抜等の実
施）の項目に移動

(2) 広報推進体制の強化等に関する目標
①広報推進体制の強化等
・大学の理念等を共有するためのＵＩ（ユニバーシ
ティ・アイデンティティ）活動を推進
・教職員の情報発信意識の向上
・全学的な広報推進体制を強化

第4期は個別の目標ではなく、大学運
営全般の中で取組を推進

Ⅱ　高等専門学校の設置に向けた目標

①多様な学びにつながるカリキュラム等の検討
・情報技術を基盤として、専門分野の多様な学びにつ
ながる柔軟なカリキュラム編成等を検討
・多様な学びを実現するための教職員の確保

高等専門学校の設置に向けた準備等
を推進

②教育環境や施設等の整備の推進
・様々な学修形態やダイバーシティ等に対応できる教
育環境の整備
・社会教育や民間教育を含む地域の拠点としての機
能も兼ね備えた施設等の整備や活用方策の検討

（同上）

③高等専門学校の設置に向けた情報発信等
・高等専門学校の設置のねらいや学びの特色等を積
極的に発信
・県内外から幅広い志願者の獲得につなげる手法を
検討

（同上）

④産業界や地域との連携等の検討
・産業界との「共創」を具体化する議論や取組を推進
・地域の活性化や課題解決、新たな産業の創出に向
けた連携等の仕組みを検討

（同上）

Ⅱ　大学経営の改善に関する目標 Ⅲ　法人経営に関する目標

1　業務運営の改善に関する目標 1　業務運営の改善に関する目標

(1) 組織運営の改善等に関する目標
①組織の見直し・改善 ①効果的・効率的な組織体制の整備
・社会の変化に対応した柔軟な教育研究組織の編成
の見直し・改善
・教育研究活動の活性化や支援体制の充実
・大学間連携の推進

・高等専門学校の設置に向けた法人組織の見直し
・教職協働のもと、大学と高等専門学校を効果的・効
率的に運営できる組織体制を整備

高等専門学校の設置に向けた準備等
を推進

②人権意識の向上 ②大学間連携の推進
・ハラスメントや人権侵害を防止
・人権研修等を通じた学生や教職員の人権意識の向
上

・大学間連携を推進
・県内の多彩な大学等の強みを共有
・人的・物的資源を有効活用できる仕組みを検討

滋賀大学をはじめとする県内他大学等
との連携の仕組みを検討

③働き方改革等の推進 ③働き方改革とダイバーシティの推進
・働き方改革や女性活躍の積極的な取組
・男女共同参画を総合的に推進

・働き方改革やハラスメント防止の取組
・教職員が働きやすい環境を整備
・ダイバーシティの観点から、男女共同参画やワークラ
イフバランス等を推進

(2) 人事制度の改善等に関する目標
①人事制度の改善 ④教職員の評価・能力向上
・適正な定員管理のもと優秀な教職員を確保
・教職員の評価制度を整備し、公正かつ適正な処遇

・教職員の実績と能力を評価し、公正かつ適正な処遇
を実施
・計画的な採用や人材育成による能力向上

②教職員の資質・能力向上
・教職員の資質向上と能力開発を総合的に推進
・教職協働を一層推進

（④に統合）
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第3期中期目標の構成 第4期中期目標の構成　（骨子案） 第3期との違いなど

2　財務に関する目標 2　財務に関する目標

(1) 財政基盤の強化等に関する目標
①財政基盤の強化 ①財政基盤の強化
・将来にわたって持続的、発展的に経営できる財政基
盤の強化
・寄附を含めた外部資金の積極的な獲得

・外部研究資金や寄附金等を積極的かつ安定的に獲
得
・収支バランスの見直し
・将来にわたって持続可能な財政基盤を強化

②財源配分の重点化
・コスト意識を持ち合理化、効率化を推進
・長期的な展望に基づく重点的、戦略的な資金配分

（①に統合）

(2) 施設設備等の整備・活用に関する目標
①施設設備等の整備・活用 ②施設設備等の整備・活用
・大学施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減
・環境負荷の低減やユニバーサルデザイン化に対応
・施設設備の計画的な更新・改修を実施
・大学資産の効果的、効率的な活用

・教育研究備品やネットワーク環境の計画的な更新等
・学生等の修学・研究環境を充実
・施設等の有効活用、長寿命化やユニバーサルデザ
イン化、環境負荷の低減を推進

3　自己評価等に関する目標 3　自己評価等に関する目標

(1) 自己点検・評価の実施等に関する目標
①自己点検・評価の実施等 ①自己点検・評価の実施等
・自己点検・評価を着実に実施し、その結果を公表
・自己点検・評価、認証評価、法人評価等の結果を大
学運営の改善に活用

・自己点検・評価を着実に実施
・指標等を用いて中期計画の進行状況を可視化
・認証評価等の結果も含め、法人経営の改善に活用

指標等を用いた中期計画の進行管理
に関して追記

②データに基づく大学運営の推進 ②学内外の知見やデータの活用と情報発信
・学内外のデータを収集・分析
・分析結果に基づく効果的、戦略的な大学運営を推
進

・学内外の知見やデータを法人経営に積極的に活用
・ステークホルダー等に対する情報発信を推進

③内部質保証体制の充実
・教育の質の保証・向上のための教学マネジメント体
制を構築
・学修者本位の観点による組織的なチェック体制を強
化

教学マネジメントをはじめとする全学レ
ベルでの内部質保証体制を充実

4　その他の業務運営に関する目標 4　その他の業務運営に関する目標

(1) 法令遵守に基づく大学運営の推進に関する目標
①法令遵守に基づく大学運営の推進 ①法令遵守に基づく業務運営の推進
・教職員のコンプライアンス意識の徹底
・法令遵守に基づく大学運営を推進

・教職員のコンプライアンスや人権意識の徹底
・研究不正の防止
・法令遵守に基づく業務運営を推進

研究不正の防止に関して追記

(2) 安全管理体制の充実等に関する目標
①安全管理体制の充実 ②安全管理体制等の強化
・安全管理および危機管理体制を強化 ・安全管理や情報セキュリティ対策の充実

・大規模災害や新興感染症の発生等に備えた危機管
理体制を強化

大規模災害や新興感染症等への備え
に関して追記

②情報管理体制の充実
・個人情報の保護を徹底
・情報セキュリティ体制の強化

（②に統合）

(3) 監査機能の充実に関する目標
①監査機能の充実 ③監査機能の実効性確保
・監事、会計監査人、内部監査組織相互間の連携の
強化
・監査機能の充実

・監事、会計監査人、内部監査組織の連携を強化
・監査機能の実効性の確保
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